
社会福祉現場における“循環的"人材育成の必要性

一職場内における人材育成システムの構築に向けて-

岡本晴美

1.はじめに

社会福祉現場における人材育成については、「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための

措置に関する基本的な指針J(1993年 4月 14日厚生省告示第 116号)である、いわゆる「旧

福祉人材確保指針」が策定されて以来、今もなお深刻な課題として社会的に認知されている。

「旧福祉人材確保指針」は、その後、 2007年に見直しが行われ、改めて「新福祉人材確保指針」

(2007年 8月 28日厚生省告示第289号)として策定された。

「新福祉人材確保指針」では、次の 5つの視点から人材確保のために講ずべき措置を掲げて

いる。

①就職期の若年層から魅力ある仕事として評価・選択されるようにし、さらには従事者の定着の促進を

図るための「労働環境の整備の推進」

②今後、ますます増大する福祉・介護ニーズ、に的確に対応し、質の高いサービスを確保する観点、から、

従事者の資質の向上を図るための「キャリアアップの仕組みの構築」

③国民が、福祉・介護サービスの仕事が今後の少子高齢社会を支える働きがいのある仕事であること等

について理解し、福祉・介護サービス分野への国民の積極的な参入・参画が促進されるための「福祉・

介護サービスの周知・理解」

④介護福祉士や社会福祉士等の有資格者等を有効に活用するため、潜在的有資格者等の掘り起し等を行

うなどの「潜在的有資格者等の参入の促進」

⑤福祉・介護サービス分野において、新たな人材として期待される、他分野で活躍している人材、高齢

者等の「多様な人材の参入・参画の促進」、である。

本稿では、社会福祉現場に入職後の職場における人材育成に焦点を当て、上記 5つの措置の

うち、②の「キャリアアッフ。の仕組みの構築」の観点から考察を行う。まずは、現在、社会福

祉現場の人材確保を考える際に用いられる「キャリアアッフ。の仕組みの構築」について概観す

る。次に、「キャリアアッフ。の仕組み」を活用しつつ、社会福祉の現場実態に即した人材育成シ

ステムの構築として“循環的"な視点が必要であることを示す。結論を先取りして述べるなら
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ば、“循環的"な人材育成において必要とされるのは2つの循環で、あると考える。一つは、研修

内容と実践を連動させ積み上げてして“研修内容と実践の循環"である。もう一つは、“育てら

れる人(育つ人)"と“育てる人"の“人の循環"である。この2つを両輪として、職場におけ

る人材育成システムを構築することを提案する。その際に、インストラクションナル・デザイ

ン (InstructionalDesign : ID)、および教育効果測定にもとづく研修デザインの観点から、人

材育成の仕組みを考える。

Il.“キャリアパス"を意識した人材育成

1.キャリアパスー職務階層ごとに求められる職員の役割・機能

「新福祉人材確保指針」で構想されている「キャリアアッフ。の仕組みの構築」では、職場(主

として経営者)に求められることとして、次の4点があげられている。

① 質の高い介護福祉士や社会福祉士、保育士等を確保する観点から、資格制度の充実を図り、その

周知を行うこと。また、有資格者等のキャリアを考慮した施設長や生活相談員等の資格要件の見

直しゃ社会福祉主事から社会福祉士へのキャリアアップの倣且みなど、福祉・介護サービス分野

における従事者のキャリアパスを構築すること。

② 福祉・介護サービス分野におけるキャリアパスに対応した生涯を通じた研修体系の構築を図ると

ともに、施設長や従事者に対する研修等の充実を図ること。

③ 従事者のキャリアップρを支援する観点、から、働きながら介護福祉士、社会福祉士等の国家資格等

を取得できるよう配慮するとともに、従事者の自己研鎖が図られるよう、業務の中で必要な知

識・技術を習得できる体制 (OJT)や、職場内や外部の研修の受講機会等 (OFF-JT)の確保に

努めること。

④ 従事者の多様な業務経験の機会の確保のために、経営者間のネットワークを活かした人事交流を

通じて、人材育成を図ること。

上記①に示されているように、キャリアアップの仕組みとして、「キャリアパス (careerpath) J 

の構築が推奨されている。社会福祉法人全国社会福祉協議会(以下、全社協と表記する)によ

る報告書『福祉・介護サービス従事者の職務階層ごとに求められる機能と研修体系~キャリア

パスに対応した生涯研修体系構築を目指して，"，-，~l によると、「キャリアパス」は、「仕事の経験

歴を通じて、昇進・昇格へと進む経路」と定義されている。「昇進・昇格」という言葉からは、

給与に反映される職階というイメージを抱くかもしれないが、ここでは、職務階層(キャリア

段階)に応じて求められる従事者の役割・機能と捉えることが重要である。

同報告書では、 I~福祉・介護サービス分野に共通する職階ごとの能力開発』に必要とされる

研修カリキュラム」の検討を目的として行われた 11法人・施設に対するヒアリング調査の結果

から、「職務階層と求められる機能のイメージJ2 (図表 1)の整理を行っている。職務階層は、
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5段階に区分され、第 1段階は、新任職員、第2段階は、「第 1段階(新任職員期間)を終えて

独り立ちをした段階から、監督的立場ではないが個々のサービス提供場面などにおいてスタッ

フリーダーとしての役割を果たす段階まで」が想定されている。第3段階は、チームリーダー

として主導的な役割を果たすことが期待され、第4段階および第5段階は、施設長や管理者等

の管理職が想定されている。職務階層ごとの期間(経験・勤務等の年数)については、「法人や

施設・事業所の規模や事業分野等によりさまざまな実態があるため一律には規定で、きないJ3と

されている。

この整理をもとに、「福祉・介護サービス従事者の職務階層に対応した新たな研修体系~科目

設定と職務階層ごとの教育・研修のポイント"'(概念図)J (図表 2) として、幅広い観点から

教育・研修のポイントが示されている。ここには掲載していないが、想定されている 8科目 (1福

祉サービスの倫理と基本理念J1セルフマネジメント(自己管理と環境づくり)J1メンバーシッ

プ・リーダーシップJ1他職種連携・地域協働J1人材育成J1業務課題の解決と実践研究J1リ

スクマネジメントJ1紙織運営管理J)について、階層別の「ねらい」と「到達目標・獲得目標」、

これらの科目設定の「背景」が細かく例示されている。今後、これらの例示に基づき、学習内

容や方法(実施する研修技法)等が検討され、選択されることが必要であるとしている 4。

図表 1 職務階層と求められる機能のイメージ

¥ 職務階層 求められる機能

運首柑掘責任者として、自組織の目標を設定し、計画を立てて遂

行する。

必要な掴限委譲を行い、部下の自主性を尊重して自律的な組織
トップマネジメント

警信 シリイニアーマネ・ジ←

運営環債を整える。

人材育成、組織改革、法令違守の徹底などを通じて、自組織を改

普向上させる。
{上級管理者)

自らの公益性を理解し、他機関や行政に働きかけ、連携協韓陪

通じて地域の福祉向上に貢献する。

所属する法人全体の経営の安定と改善に寄与する。

業務執行責任者として、状況を適切に判断し、部門の業務を円滑

に遂行する。

マ才ヰ、ジメントドトイダr一 職員の育成と労務管理圭通じて綿織の強化在図る。

マネジャー 提供するサービスの質の維持向上に努める。

(管理者) 経営環境を硝札、上f捕の業務を代行する。

他部門や地域の関係機関と連携・協働する。

教育研修プログラムを開発実施評価する。

く↑甑蹴↑ チームのリーダとして、メンバ聞の信表園調ffiを築く。
チームの目標を立て、課題解決に取り組む。

上位者の業務を補佐・支揺する。

警躍 チームリーダー 当該分野の高度かつ適切な技術を身につけ、同僚後輩に対して

リーダー のモデルとしての侵劃を担う。

(臓員ill) 地境資源を活用して葉樹二取組む。

手信

教育指導者{スーパーパイザー〕として、指導育成等の役割を果

たす。

百日記活動や発表などを通じてま匝輩・技術等の向上を図る。

組織の中での自分の役割を理解し、担当業務を遂什する。

メンバーE
職場の課題を発見し、チーム由一員として課題の解決に努める。

ス告ッフE
地峨資震の活用方法を理解する。

{職員Il)
後輩を育てるという視点在持って、助言・指導を行う。

業務の遂伺こ必要な専門的施競技術等の向上圭図る。

職業人としての自分の将来像を設定し、具体化する。

指導・教育を受けつつ、担当業務を安全的脳ニ行う。

組織職場由理念と目標在理解する。

メンバーI 担当業務に必要な制度や法令等を理解する。

ス，.ッフ I 組織内の人間関係を良知こする。

(臓員I) 福祉の仕事を理解し、自己目標の設定に努める。

仕事から生じるストレスを理解し、対担防法を身につける。

樹止介護サ ピス従事者としてのルール・マナーを順守する。

一...J L一一一一一一
*この場合のトップマネジメJトとは迭人を単位制した鑑賞管理こついてではむ〈施設事業所を単位左し出産宣樹富二係るも刷こ限定される。

糾聡踊(ー舶には第1閤普(新任職員厨司珪終えて独り立ちしtd萄軒、ら監盟国暑ではないが個々 のサービス国対植などにおいてスタ

ツフlトダーとしての活撞畦果たす段階までが含まれてエ唱.

107-



図表2 福祉・介護サービス従事者の職務階層に適応した新たな研修体系

~科目設定と職務階層ごとの教育・研修のポイント"'(概念図)
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2.社会福祉現場における人材育成の誌題

全社協の報告書 (2010)では、「職場における教育・訓練」上の課題について、次のように

指摘されている 5。要約して述べると、①全国的にみて、福祉・介護サービスの実施単位である

施設・事業所は、小規模なところが多い。②小規模な事業所は、「教育訓練を外部に依存せざる

を得なしリ状況であり、同時に、「同一法人・事業所内だ、けではキャリア形成の十分な機会を得

ることが困難j な状況である。③サービス単位の小規模化や数の増加にともない、チーム実践

が基本である社会福祉の現場において、非常勤職員や資格を有しない者を含めて構成されたチ

ームによる実践が現状である。職員の働き方、専門性に配慮しつつも、サービス水準の維持向

上を図る必要がある。④人材育成が「職場任せ」の状況であり、事業所問での人材育成に対す

る意識や積極性に大きな温度差が生じている。たとえば、研修担当者が設置されていない、「年

間研修計画」の策定にとどまっているなど、職場における研修実施体制が不十分な法人・事業

所が少なくないこと。「施設長が考えるスキノレ」と「本人が考えるスキノレ」との聞に差が生じて

いることから、本人が望むスキルを研修で学ぶ機会に恵まれずミスマッチが生じていること。

正規職員に比べて非常勤職員への研修が不足していること、である。

上記4点にまとめられた課題から、「福祉・介護サービスに従事する職員に対して、それぞれ

の職場での教育・訓練は十分に行われているとはいえない状況にある」と結論づけられている。

「福祉・介護サービス従事者が、それぞれの職場において求められる能力や、それに関連する

役割・機能が明確にされておらず、その結果、教育や訓練の実施の基本となる、職員の成長発

達段階に対応した人材育成方針やその養成フ。ログラムが確立されていなし、」と考えられ、従事

者の多くが、 15年先、 10年先の職業人としての自らの将来の姿を描きだすことが困難な状況

に置かれている」と推察している。

したがって、社会福祉の現場には小規模施設・事業所が多いことに鑑み、「個々の法人や施設・

事業所内における研修の実施には限界があり、外部機関での研修を利用することが必要J6であ

るとしている。確かに、外部機関による研修機会を活用することは重要であると考える。小規

模施設・事業所の場合には、職員数が少ないことから、たとえば、施設内に主任クラスの職員

が 1人である場合もある。その場合、いわゆる“主任とはどのような役割・職責を果たす立場

の人であるのか"といった多様なモデ、ノレを学ぶ機会は少なくなる。よって、外部機関主催の研

修に出向くことにより、他施設・事業所の職員との交流を通じて、多様なモデ、ノレを学ぶ機会と

なろう。また、他施設・事業所の職員との交流は、客観的、相対的に自分の施設や実践をふり

返る機会となり、視点の拡大につながる。豊富な研修メニューのなかから、選択的に研修に参

加できることも、外部機関による研修参加のメリットであろう。

しかし、小規模施設・事業所だからこそ、外部機関が実施する研修に職員を送り出すことが

困難であることも事実である。 OFF-JTとして、施設・事業所内外で実施される研修への参加

を保障するためには、参加する職員の業務を他の職員で補わなければならない。小規模施設・

事業所では、研修参加を保障する十分な職員数が確保できない場合も少なからずあることを考
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慮、し、施設・事業所内で、の人材育成のシステム化について議論することが不可欠である。当然

のことながら、小規模施設・事業所に限らず、すべての社会福祉の施設・事業所において、自

らの職場で、職員が働きつづけながら、自分の専門性、職業人としてのアイデンティティを形

成することを支える環境づくりとしての人材育成のシステム化を模索することが重要であろう。

ill. “循環的"人材育成の必要性

これまでの議論をふまえ、職場内での人材育成のシステム化に向けて、本稿では、“循環的"

人材育成の必要性を提唱する。先にもふれたが、“循環的"人材育成の“循環"とは、 2つの意

味を含んでいる。一つは、研修内容と実践を連動させて積み上げていく“研修内容と実践の循

環"であり、もう一つは、“育てられる人(育つ人)"と“育てる人"の“人の循環"である。

なぜ、この2つの“循環"が必要であるのかを以下、考察してみたい。

1.研修をデザインするインストラクショナル・デザイン

社会福祉現場に限らず、企業においても、人材育成は、これまで、その重要性が指摘されな

がらも、「勘や度胸、話題提供者(講師、テーマ内容の専門家など)のかぎられた経験で実施さ

れがち」であり、科学的なアプローチの裏づけもないまま行われてきた7。昨今、ようやく、企

業における人材育成に、科学的なアフ。ローチの裏づけを求める気風が認知されつつある。しか

し、社会福祉現場においては、前節で述べたように、キャリアパスの考え方にもとづき、今後、

研修を設計することの必要性が確認されたばかりであり、科学的なアプローチに基づく人材育

成という認知は、いまなお低い状態であると言わざるを得ない。

科学的なアプローチに基づ、く人材育成とは、人はし、かにして学ぶことができるのか、という

視点から、科学的な根拠(理論や実践方法論)を基盤に学習を支援することである。学ぶ人の

立場に立ち、学習環境を設計(デザイン)する理論として、インストラクショナノレ・デザイン

(Instructional Design :以下、 IDと表記する)がある。 IDとは、「教育活動の効果・効率・

魅力を高めるための手法を集大成したモデ、ノレや研究分野、またはそれらを応用して学習支援環

境を実現するプロセスJ8を指す。つまり、学ぶ人が効果的、効率的に学習・修得すべき内容を

学ぶことができるように、意図的に、内容、教材、学習活動をデザインするということである。

学習には、“評価"がともなうことになるが、わたしたちは、“評価"と聞くと、学ぶ人の個人

的な能力や資質等を評価すると考える傾向にある。たとえば、「研修効果がないのは、職員の学

ぶ意欲が低し、からである。j というように受講者の責任として捉えがちである。しかし、 B の

定義からもわかるように、学ぶ人が効果的、効率的に学ぶことができたか否かを評価されるの

は、研修等の教育を設計・実施する提供者9の側である。人材育成を行っていく場合、教育・研

修の提供者は、自らが評価されることを自覚し、職員の学びを支援するべく研修を設計し、実

施しなければならない。

IDでは、プロセスを重視しており、代表的なものとして、 ADDIEモデルをあげることがで
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きる(図表 3) 100 ADDIEとは、分析(Analyzing)、設計 (Desi伊)、開発 (Develop)、実

施(Implement)、評価 (Evaluate)の一連のプロセスの頭文字をとったものである。図表 3

の実線はフ。ロセスを、破線はフィードパックを表している。社会福祉現場における研修を

ADDIEモデルで、組み立てる場合、たとえば、「分析」では、職場での解決すべき課題や職員が

身につけるべき知識・スキルの精査、それに基づく研修目標・ゴールの設定を行い、具体的な

研修の対象者、内容・時間・提供方法、教材やツーノレ、教育効果測定のための指標を f設計」

する。そして、教育目標を達成するために効果的な樹オやツールを「開発」し、実際にそれら

を用いて研修を「実施Jし、「評価」を行う。「評価」については、最終的な評価のみならず、

図表3のフィードパックを示す臨線が 4つの要素に伸びていることからもわかるように、各プ

ロセスにおいて、「評価Jを行いながら、微調整を行うことになる。

ANALYZE 
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J

修
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¥

修

¥

¥正B
P
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直
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図表3 IDのADDIEモデル

IDが示すように、学ぶ人が効果的、効率的に研修を設計できたかどうかは、教育効果を評価

することによって判断される。そのため、教育効果測定のための指標を設計しなければならな

い。教育効果測定の代表的なモデ、ルは、ドナノレド・カークパトリック (Donald阻止patric)の

「レベル4フレームワーク」である(図表 4) 110 レベル 1(Reaction) Jは、研修の受講者

のプログラムに対する満足度をアンケート等を用いて測る。「レベル2(Learning) Jは、受講

者が研修目標としていた知識やスキルを習得で、きたかどうかを確認するテスト等で測る。「レベ

ル 3(Behavior) Jでは、学習内容を実際に職場で活用しているか、その行動変容をインタビュ

ーやアンケート等で測る。「レベル 4(Result) Jは、受講者の行動変容による紘織貢献度をア

ンケ一、トや金銭的価値の見積りの算出等によって測る。レベルは、 4つに分類されているが、

レベル1を達成すればレベル2が達成できる、とし、った段階的なものではなく、項目聞の相関

も確認されていない。したがって、研修に合わせて、どのレベノレを目標にするのか、その焦点

の合わせ方を決めるのは、提供者である。そのうえで、レベルの測定を行うために、提供者は、

客観的、具体的に、誰に、どのような方法で、何を、いつ測定するのかを明確にしなければな

らない。
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図表4 レベル4フレームワーク

τz 

リアクション プログラム参加者の反応を測定
1 o参加者はそのプログラムを気に入ったか(Reaction) 

2 
ラーニンク プログラム参加者の知識やスキル習得状態を測定

(Le町ning) く〉参加者は目的の能力を身につけたか

3 
ピヘイビア プログラム参加者の学習内容の活用状況を測定

(sehavior) く〉参加者は実際に職場で活用しているか(行動変容)

プログラム参加者の行動変容によって得られた紐織貢献度

4 
リザルト

を測定

(Results) 
く〉参加者はビジネス成果を向上させたか

2.社会福祉現場で求められる研修効果としての行動変容

社会福祉現場で実施される研修において求められるのは、その多くが、レベル3である「行

動変容」であろう。レベル3は、研修で学んだ知識・スキルを社会福祉現場である実践の場で

活用することができているか、その行動変容を測定するものである。社会福祉現場で活きる実

践的なスキノレや専門性は、実践の場(状況)に「埋め込まれている」からこそ、職員にはレベ

ル3が求められる 12。つまり、その場にふさわしい実践を展開できてこそ、支援としての意味

を帯びるのであり、レベル2のように、たとえば、「受容の意味を述べることができる」といっ

た知識を習得したかどうかをテストして測定するレベルが求められているのではない。まさに、

人と環境との交互作用のなかで意味が生み出されていく実践現場において、行為を通して具現

化できることが求められるのが社会福祉現場である。

ここで、改めて、 IDと教育効果の関連にふれておかなければならない。研修等で学んだ内容

を社会福祉現場の実践において活かすことを目的として、レベル3までの研修効果を求めるの

であれば、 IDの考え方に基づき、その目標を達成するための教育設計を行い、実施する必要が

ある。レベル3の達成を目指して、たとえば、「職員のコミュニケーション能力の向上を図る」

ことを目標とした研修を設計するのに、 2時間の講義形式の研修で、職場で職員が実践できな

いことを嘆くのは、そもそもの設計に無理があるといえる。 2時間の講義形式の研修であれば、

せいぜい、「コミュニケーション能力とは、具体的に何を意味しているのか。能力向上のための

方法として、どのようなアフ。ローチがあるのか。」を「理解する」にとどまるであろう。つまり、

レベル2の知識の理解の測定を目標とすることが、妥当な研修設計ではないかということであ

る。したがって、 IDのプロセスをふまえ、どのような効果を期待し、研修目標を設定するのか

を具体的に考え、それを実現するための方法論を明確にしなければ、研修提供者の期待と意図
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は実態からズレていくことになる。なおかつ、何をもって、それを習得することができたと捉

えるのかに関する客観的な測定指標を設定し、誰に、何を、いつ、どのような方法で測定する

のかをあらかじめ決定したうえで、研修を企画し、実施しなければ、研修の効果を測ることは

できない。

一連のプロセスが、具体的かっ詳細に明確化されることによって、人材育成はより効果的か

っ効率的に行うことができる。これまで、の社会福祉現場における人材育成では、このような取

り組みが不十分であると考える。先述した全社協による「キャリアパス」にそった、「職務階層

と求められる機能のイメージJ(図表 1)、それに基づく「福祉・介護サービス従事者の職務階

層に対応した新たな研修体系~設定科目と職務階層ごとの教育・研修のポイント-----(概念図)J 

(図表 2)では、目標として設定される大枠としての項目群の提示にとどまっている。今後、

IDに基づく詳細な検討と教育効果測定のための指標の設定が求められることになろう。

3.行動変容をうながす“研修内容と実践の循環"と“人の循環"

社会福祉現場では、研修で学んだことが実践の場に反映される行動変容が求められるわけで、

あるが、行動変容に結びつく人材育成システムは、いかにして構築すれば良いのであろうか。

本稿では、システム構築に向けて、その枠組みとして、研修内容と実践を連動させて積み上げ

ていく“研修内容と実践の循環"と“育てられる人(育つ人)"と“育てる人"の“人の循環"

の2つの視点を人材育成システムのなかに組み込むことを提案する。

レベル3である行動変容を求め、その効果測定を行う場合には、必然的に、研修の直後では

なく、追跡調査ということになる。研修後、どの程度の期間をあけて測定を行うことが妥当で、

あるのかは検討する必要があるが、いずれにしても、研修後にその機会を設けることが不可欠

となる。人は、たとえば、「数か月後に研修で学んだことを確認する」ということを研修の前提

で告げられれば、研修中はさることながら、研修後も数か月間は、学んだ内容を意識したり、

ふり返るように動機づけられる。このような動機づけの活用を、意図的に研修設計に盛り込ん

でいくことが有効で、あろう。人は、学んだことを活用する場があれば、その学びを保持しつづ

けることができ、また、発展させることもできる。そうであれば、考慮しなければならないこ

とは二つある。一つは、実践の場で活用できる研修内容を設定すること、そのうえで、キャリ

アアッフ。の段階で、学習内容が積み上がっていくように連動させていくこと、二つめは、学んだ

ことを活用する場(実践の場)を保障すること、である。

1)実践の場で活用できる研修内容の設定一“研修内容と連動した実践の循環"

図表 1を例にとるならば、第 1段階の新任職員であれば、「指導・教育を受けつつ」担当業

務を遂行することが求められるが、第2段階の職員になれば、自ら担当業務を遂行できるよう

になること、また、「地域資源の活用方法を理解する」ことが求められる。第3段階のチームリ

ーダークラスの職員になれば、「チームのリーダー」としての役割が求められ、「地域資源を活
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用して業務に取組む」といったように、第 2段階では「理解する」にとどまっていたものが、

「業務に取組む」とし、う形で行動化(実践)することが求められる。これは、第 1、2段階で

の学びの上に第3段階が積み重なる形で連動することを示していると捉えられる。

職務階層によって、職場で任される業務は異なる。一方、各施設・事業所には、それぞれ個

別の事情がある。図表 1では、理念モデ、/レとしての職務階層が想定されているため、各施設・

事業所が、自らの職場の事情をふまえ、いずれの職務階層の職員に何を、いつの段階で業務と

して任せるのかを検討する必要がある。そのうえで、業務を任せることを想定した時期から逆

算して、適切なタイミングで必要な知識・スキルを盛り込んだ研修を設計することが求められ

る。たとえば、夜勤業務を入職後、何か月から任せるのか、地域の役職等を何年目の職員に任

せるのか、など各施設・事業所の細かな方針との整合性を図る必要がある。

これまでの研修では、おおむねこの職務階層の職員に必要とされる、という視点から研修内

容・提供時期が設定されてきたのではないだろうか。そのため、「勤務年数O年であるにもかか

わらず、この業務を任せることができない。」といった管理者側の不満や嘆きが聞かれていたの

ではないかと思われる。「勤務年数O年なのだ、から」と捉えるのではなく、「勤務年数O年目に

は、この業務を任せたいので、その年数までに育てる」としづ発想の転換が必要なのではない

かと考える。

また、現在の直接の業務に関連しない内容で、あっても、今後、必要であるからといった理由

で、早い段階から研修内容として多くのことが盛り込まれ、いざ、必要な時期になったときに

は、その内容を十分に想起できないということも生じているのではないだろうか130

職員が学ぶ最適な時期を現場実践との関連をふまえたうえで設定すること、研修内容と提供

時期・方法等を一体のものとして検討することが、研修内容と実践をうまく連動させ、循環さ

せることにつながり、効果的・効率的な人材育成に資すると考える。

2)学んだことを活用する場(実践の場)の保障 “育てられる人と育てる人の循環"

学んだことを活用する場(実践の場)の保障には、業務として実践することと、学んだこと

を他者に伝え・教える教育実践としての活用が考えられる。これまでは、研修成果の反映とい

った場合、業務として実践することに主眼が置かれていたと思われるが、職場の後輩等に学ん

だことを伝え・教えるとしづ教育実践にも目を向ける必要があると考える。

これまで、の社会福祉現場での人材育成においては、管理職の責任として人材を育成するとい

うことに意識が向けられており、管理者の責任のもとに研修委員等が編成され、委員のメンバ

ーが研修内容を企画し、実施するという場合が多いように思われる。しかし、図表 1の第2段

階の職員に、「後輩を育てるという視点を持って、助言・指導を行う」といったことが機能とし

て求められるように、人材育成は、一部の職員により担われるものではなく、その職場を構成

するメンバーであるすべての職員が“人材を育てる"という自覚と機会をもつことが必要なの

ではないだろうか。そのためには、教育実践を行う場を保障する仕組みが求められる。たとえ

114-
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ば、施設長など管理職は施設長に準ずる職階の職員の育成に、チームリーダーは、リーダ一候

補の育成に、リーダー候補の職員は新任職員の育成に、といった人の循環をシステム化するこ

とによって、すべての職員が“育てられた体験"を“育てる体験"へと還元していくのである。

なお、この循環は、言うまでもなく、 1回限りのサイクルではなく、職務階層の異動とともに、

何度となく、“育てられる体験"と“育てる体験"が繰り返される仕組みをつくり出すことが望

ましい。

以上のような 2つの循環のサイクノレを回す仕組みを“職場内"における人材育成のシステム

として構築することが、今後の社会福祉現場には求められているのではないかと考える。これ

により、施設・事業所の規模による格差、あるいは、正規・非正規など多様な働き方が混在す

る職員チームを前提とした人材育成においても、効果的・効率的に人を育てることができるの

ではないだろうか。また、職員の成長発達段階に即しながら人材育成を行うことで、実践的な

知識・スキルの獲得が可能となり、専門性のさらなる向上を目指した、レベル3の行動変容に

結びつく契機をっくり出すことにつながり、研修の成果を発揮・定着させることができると考

える。

N.むすびにかえて

社会福祉をめぐる状況の改善に向けて、職員の専門性の向上、スキルアッフ。のために、さま

ざまな研修等が開催されているが、研修受講者は、興味深い内容を学んだという満足感を持ち

帰ることができても、時間の経過とともに、内容についての記憶は薄れ、いつしか、「良いこと

を学んだ」という感覚のみが記憶として残される場合も少なくない。研修を提供する側も、受

講の満足度(レベル1)によって研修の良否を確認するにとどまり、レベル 3についての効果

測定を視野に入れた研修設計はほとんど行われていないのが現状である。

現在、社会福祉現場が抱える人材確保・人材育成の課題の緊急性に鑑み、本稿では、“循

環的"人材育成の必要性および“循環"に基づく“職場内"における人材育成システム構

築に向けて、枠組みの提案を行った。システムの構築にあたっては、“研修内容と連動した

実践の循環"と“人(育てられる人と育てる人)の循環"の2つの循環を取り入れ、 IDおよ

び教育効果測定の視点をふまえることが必要であることを示した。社会福祉現場において

も先進的な企業と同様、科学的なアプローチのもとに、人材育成を行う段階に来ていると

推察する。

筆者は、現在、児童養護施設の現場で働く職員とともに、共同で、“循環的"な人材育成

システムの構築に着手しており、試行的に実施している段階にある。今後の課題としては、

現在、試行的に実施している人材育成システムの効果測定を積み重ね、より汎用性のある

モデルとして精微化することである。
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